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卒業年度 卒業人数 進学 一般就労 福祉サービス利用 無業・在宅 

令和 3年度 203 2 
80 

（３9．4％） 
111 10 

令和 4年度 186 5 
57 

（３0．6％） 
117 7 

業 種 等 人数 

製 造 業 （自動車、医療機器、縫製、電子部品、食品） 24 

卸 売 業 ・ 小 売 業 （飲食料品小売、衣料小売、自動車整備） 9 

福 祉 ・ 医 療 （介護施設介護補助、保育補助、館内清掃、病院清掃） 10 

宿泊業・飲食サービス （宿泊施設、飲食店） 4 

生活関連サービス業 （クリーニング、ビルメンテナンス、リサイクル） 4 

複 合 サ ー ビ ス  1 

その他サービス（カスタマーサービス等） 2 

運 輸 郵 便 業  0 

公 務 （市町村役場等）※会計年度任用職員（有期雇用） 0 

農 業 、 林 業 、 畜 産 （農場・農園、林業技能者等） 3 

１  

令和 4年度の一般就労する卒業生の割合が３0％、昨年度を若干下回りま

した。 

業種別に見ると、電子部品やコンビニ弁当などを作る「製造業」、スーパー

マーケットなどの「卸売業・小売業」、施設の館内清掃などを行う「福祉・医

療」が多くの割合を占めていることが分かります。 
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卒業年度 卒業人数 進学 一般就労 福祉サービス利用 無業・在宅 

令和 4年度 6 0 0 6 0 

過去 5年 

(H30～R4） 
40 0 

17 

（42．5％） 

２3 

（57．5％） 
0 

業 種 等  仕 事 内 容 の 一 例  人数 

卸 売 業 ・ 小 売 業 スーパー（品出し）、薬局（品出し、伝票仕分け等） 4 

福 祉 ・ 医 療 館内清掃、環境整備、洗濯物畳み、医療事務、保育補助 3 

生活関連サービス業 引っ越しサービス、荷物運搬、車 1 

宿泊業・飲食サービス 客室清掃、宴会準備等、カフェ、調理補助 5 

公務、事務補助等 本校（環境整備）、大学図書館、大学事務、事務関係 4 

施 設 等 仕 事 内 容 の 一 例 人数 

就労継続支援Ａ型 弁当製造補助 1 

就労継続支援Ｂ型 
箱折り、ダイレクトメール封入、部品組立、製菓、農作

業、野菜袋詰め、清掃、クリーニング、パン作り等 
17 

生活介護 
軽作業（箱折り、フルーツキャップなど）、プリント学習、

ウォーキング、制作活動、ダンス、調理体験等 
5 

２ 本校卒業生の進路状況 
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＜一般就労した本校卒業生の様子＞ 
 

  
卸売業・小売業 

スーパー（品出し、水産等） 
卸売業・小売業 

薬局（品出し、入力等） 
福祉・医療 

保育園（環境整備、保育補助） 
   
 

  
宿泊業・飲食サービス 
（清掃、食器洗浄等） 

運輸業 
（荷物運搬） 

公務 
秋田大学（図書館） 

＜福祉サービスを利用している本校卒業生の様子＞ 

 

  

就労継続支援 A 型 
（食品製造） 

就労継続支援 B 型 
（ラベル貼り） 

就労継続支援 B 型 
（PC 入力） 

   
  

   
就労継続支援 B 型 

（いちご栽培、加工） 
生活介護 

（個別活動） 
生活介護 

（箱折り） 
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一般就労 一般的な就労形態。雇用主との契約。｢労働者｣となる。 

         

 

 

 

 

 

福祉サービス 障害者総合支援法による福祉サービスの利用。｢利用者｣となる。 

 

 

  

３ 一般就労と福祉サービス利用 

就労移行支援 

・就労に必要な訓練 
・求職活動支援 
・定着支援 

雇用契約なし 工賃は事業所の判断 
（支払い義務なし） 

２年の期限 
・１年延長可 
・間を空けて利用可
能 

・就労に必要な知識、能力の向上 
・雇用契約の締結等による就労 

雇用契約あり 就労継続支援Ａ型 

・就労に必要な知識、能力の向上 
・就労の機会 

雇用契約なし 

賃金あり 
最低賃金の保障 

工賃あり 
（秋田市平均 

 約 15,000円） 

無期限 

無期限 

障害者雇用 

・雇用率制度の対象 
・援護制度の活用 

一般雇用 

・雇用率制度非対象 
・採用基準が厳しい 

特別支援学校卒業生の大半は障害者雇用。パート雇用が多い。 

就労継続支援Ｂ型 

・創作的活動、生産活動の機会 

生活介護 雇用契約なし 工賃は事業所の判断 
（支払い義務なし） 

無期限 

※自立訓練（機能訓練、生活訓練）を利用する方もいます。 

※合理的配慮は障害者雇用、一般雇用どちらでも受けられます。 

現在秋田市に 4カ所 

https://1.bp.blogspot.com/-oNbAKPIix4I/V9ppshpIchI/AAAAAAAA9wY/o8kxbbR_JHgiKNVk-l9Ulcca24m4Oc6WACLcB/s800/job_kenpin_woman.png
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ここで紹介する支援機関は、年金の申請、ショートステイの利用、転職など、生活全

般にわたり、サポートを依頼できる機関です。それぞれに役割があり、支援機関同士で

連携体制がとられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援機関名 役割 所在 

就業・生活支援センター 
（一般就労のみ） 

身近な地域で安心して職業生活を送れるよ
う、就業及び生活上のサポートを行ってく
れます。年金申請の手続きもサポートして
くれます。 

秋田市泉菅野二丁目 17-27 
ウェルビューいずみ内
電話 896-7088  
FAX 896-7078 

障害者職業センター 

職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支
援等を行ってくれます。また、事業所に対
しては、障害のある方の雇用についての相
談機関です。 

秋田市川尻若葉町４番４８号  
電話 864-3608 
FAX 864-3609 

市役所障がい福祉課 各種申請手続きの他、「秋田市障がい者総合
支援協議会」を設置し、障がい者に係る就
労環境の整備および障がい児に係る育成環
境の整備を進めています。 
「障がい者のためのくらしのしおり」も発
行しています。 

秋田市山王１丁目１番１号 
電話 888-5663  
FAX 888-5664 

ハローワーク秋田 
（秋田公共職業安定所） 

在学中の求職登録、職業紹介、職業相談、
各種制度及び就労の手続きなどを行ってく
れます。 
障害のある方と、障害のある方を雇用する
企業との「きらめき就職面接会」を年２回
行っています。 

秋田市茨島一丁目 12-16 
電話 864-4111  
FAX 864-1815 

相談支援事業所 
福祉サービスを利用する際に、市町村に
「サービス等利用計画案」を提出してくれ
ます。生活上の相談等もできます。 

 

４ 支援機関の役割 

就業・生活支援センター 

障害者職業センター 相談支援事業所 

市役所障がい福祉課 学校 

ハローワーク 一般事業所・福祉事業所 



- 6 - 
 

 

 実習を通しての自己評価、また、実習先からの評価を受けて適性を判断します。本人

の思いや働きたいという意欲が就労先決定に向けての重要なポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜面談＞ 高３ ４月

・個別面談で一般就労の意思を担任に伝える。

＜求職登録＞ 夏季休業中

・本人、保護者、学級担任がハローワークで登録を行う。

※求職登録申請書の記入、療育手帳のコピーが必要です。

登録時に希望する職種、月収、実習歴など聞かれます。

＜就労先へ雇用相談＞ 高３ ９月中旬以降

・面談と実習を経て、就労の意思を確認し、進路指導担当が

事業所の担当者へ依頼する。

５ 一般就労の手続きについて 

＜求人票の発行＞

・事業所が求人票を発行。発行されたら、内容や条件等を本人、

保護者が確認する。

＜応募・試験・面接等＞

・事業所担当者と本人が、試験・面接等を行う。

※保護者も面接を行う場合があります。

＜内定＞

・学校に内定通知が届く。

・内定後、事業所担当者と出勤日等について調整を行う。

春から就職 

https://4.bp.blogspot.com/-urwitXwjncs/Ut0BQk-8AOI/AAAAAAAAdVY/QckKmdty0n4/s800/couple_setsumei.png
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 本校では、全体の約７割の卒業生が就労継続支援Ｂ型のサービスを利用しています。 

利用開始までの手続きは次のとおりです。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜面談＞ 高等部２年２月頃

・学級面談でＢ型利用の意思を担任に伝える。

＜書類作成＞ 高等部３年４月

・基本情報を記入する｢アセスメント情報カード｣と｢申請書｣

を本人、保護者が作成する。

＜市役所へ申請＞ 5月中旬頃

・本人、保護者が障がい福祉課へ作成した書類を提出する。

６ 就労継続支援Ｂ型の手続きについて 

＜市役所職員による聞き取り＞ ６～７月頃

・市役所職員、相談支援担当者、本人、保護者、学校職員で

会議を行う。

＜就労アセスメント＞ ７月～１１月

・移行支援事業所で５～１０日間の就業体験・評価を行う。

・訓練前後にサービス担当者会議、評価会議がある。

＜施設との手続き＞ 随時

・利用する施設で実習（現場実習）を行い、利用の意思を

担当を通じて伝える。

※施設によって手続きが異なります。

利用開始 

https://4.bp.blogspot.com/-kSTpOD7I6Xs/WD_ca9ohbcI/AAAAAAABAFs/_E5ERnxPd4QeigLSBs0IJrbAo74tCdxEgCLcB/s800/writing_man1_smile.png
https://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_5717.html
https://4.bp.blogspot.com/-BfStrYSz6Pk/V9ppsobNzII/AAAAAAAA9wU/uUpweSDRPvcDO6rXViR5PN91z2DHKskXACLcB/s800/job_kenpin_man.png
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                  ※成長を見て、生活介護から就労継続支援 B

型へ移行することもあります。 

 

 

＜面談＞ 高等部３年４月頃

・学級面談で生活介護事業所利用の意思を担任に伝える。

※年度途中からの進路変更も可能（B型→生活介護等）

＜現場実習＞ ６月、１０月（個別実習含む）

・生活介護事業所での実習を行い、本人の適性の把握や職員の方

からの評価をいただく。

＜市役所へ申請＞ １０月頃

・本人、保護者が障がい福祉課へ作成した書類を提出する。

※書類は学校から配付します。

７ 生活介護の手続きについて 

＜市役所職員による聞き取り＞

・市役所職員、相談支援担当者、本人、保護者、学校職員で

会議を行う。

＜障害支援区分判定＞

・支援の度合いを表す６段階の区分で福祉サービスを受けるため

に必要。審査後、市町村が認定。

＜サービス事業所との手続き＞ 随時

・利用する施設で実習（現場実習）を行い、利用の意思を

担当を通じて伝える。

※施設によって手続きが異なります。

春から利用開始 

https://1.bp.blogspot.com/-oNbAKPIix4I/V9ppshpIchI/AAAAAAAA9wY/o8kxbbR_JHgiKNVk-l9Ulcca24m4Oc6WACLcB/s800/job_kenpin_woman.png
https://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_5717.html
https://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_5717.html
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１、２を繰り返す。 

（３年間で５回の実習＋個別実習） 

 

本校では、高等部１年生から進路決定に向けて、具体的に考えていきます。 

 

〇「一般就労か、福祉サービスの利用か」という大きな選択があります。 

〇「いつまでに進路を決めなければならない」という期限はありません。一人一人 

卒業までにじっくりと時間を掛けて考えていきます。 

〇面接や書類のみで進路を決定することはありません。必ず現場実習を行います。 

○進路決定で一番大切にしていることは、「本人の意思（行きたい場所）」です。 

 

＜各学年の進路決定プロセスのキーワード＞ 

 

 

 

＜進路選択・決定の方法＞ 

   

１ 面 談

・希望調査 ・適性確認

２ 実 習

・適性確認 ・課題整理

３ 決 定

・就労 ・進学

８ 進路決定のプロセス 

実習中、担任が巡回し、保護者も

参観する。 

実習先から評価をしていただき、

進路指導に生かす。 

本人、保護者、担任、進路担当

で時間を掛けて話し合う。 

高等部１年

•知る・試す

高等部２年

•広げる・選ぶ

高等部３年

•選ぶ・決める

https://3.bp.blogspot.com/-0PSkBmN0xoA/WIiB-0uYJzI/AAAAAAABBVs/YNDasC-1jVgbRpXjlyFybk24uB_Ts7F4gCLcB/s800/happy_schoolboy.png
https://1.bp.blogspot.com/--6UYPGFChxY/U5hUoRq19WI/AAAAAAAAhMc/GWsuAlcB_mE/s800/sansyamendan_seifuku_girl.png
https://1.bp.blogspot.com/-KRLyWl-ZbQw/Vkcaj0ZmGAI/AAAAAAAA0dA/Qcqwu43TsjM/s800/shinsyakaijin_couple2.png
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＜平成２９年度卒業 Ｔ・Ｒさん＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 進路活動及び実習について 

本校では卒業生から仕事や生活の様子を直接聞き、生徒が具体的に卒業後の生活を

知ることを目的として、「先輩から学ぶ会」を実施しています。２名の先輩からのア

ドバイスを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 働くだけではなく仕事が終わった後の余暇時間を大切にすることで、次の日への意

欲が高まることも発言から見られました。また職場見学も積極的に実施しています。 

 

 中学部、高等部では「作業学習」が始まり、高等部では「校内・現場実習」が始ま

ります。作業学習や実習を通して「働く意欲、態度」「自己理解」「仕事の適性」「他

者との関わり」などを学んでいきます。その経験を積み重ねて、生徒、保護者の方と

共通理解を図り、卒業後の進路選択・決定につなげていきます。 

  

大切なこと 

〇挨拶、返事を聞こえるようにすること 

〇報告、連絡、相談をすること（分からないことはすぐ聞くこと） 

 〇職場の人とコミュニケーションをとること（趣味の話など） 

 〇仕事への責任感（時間を守る、衛生面も気を配る） 

○楽しみをもつこと（運動をする、貯金をする、自分の趣味） 

R4卒 Ｓさん 

清掃業 

ビル内の清掃等 

R4卒 Ｆさん 

幼稚園 

事務補助（清掃等） 

校内実習 

現場実習実習 
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〈歯みがき〉         〈手洗い、マスク〉        〈身だしなみ〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈洗顔〉          〈食事のバランス〉        〈体力づくり〉 

 

 

 

•職務への適性

•職務遂行に必要な知識、技能
職業適性

•挨拶、返事 ・報告、連絡、相談

•規則の厳守 ・一定時間仕事に耐える体力

基本的
労働習慣

•感情のコントロール ・謝罪

•苦手な人への挨拶
対人技能

•基本的な生活リズム ・余暇

•金銭管理 ・移動能力
日常生活管理

•食事栄養管理

•体調管理 ・服薬管理
健康管理

10 在学中に身に付けたい力について 

職業準備性ピラミッド  

安定した職業生活を継

続する上で必要とされる

個人の側の要件について

「独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機

構」が示したものです。 

健康管理や日常生活管理が土台となっていることが分かります。この力は

小学部段階から段階を踏んで身に付けておく必要があります。働くための基

盤づくりを大事にしましょう。 

各学部での取組が働く力、生きる力につながっています。 

家庭と学校との連携がスムーズにいくことが、生活の質の向上につながります 
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卒業後の暮らしの場として、グループホームやショートステイを利用することができます。 

 

 

 

    自 宅        グループホーム       施設入所・ショートステイ 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
共
同
生
活
援
助
） 

利用対象者：18 歳以上の就労または就労継続支援などの日中活動を利用し、地域において

自立した日常生活を営む上で、相談などの日常生活上の援助が必要な者。 

利 用 料 金：秋田市約６０か所 平均６～７万円程度／月（光熱水費、食材料費含） 

 

グループホームには、食事の提供や身の回りの手伝いをしてくれる｢世話人さん｣と呼ば

れる方がいます。利用するに当たり、“他者と一緒に暮らすことの難しさ”“家族と離れる

ことへの不安”といった難しさがある一方で、“生活リズムが整った”“生活の幅が広がっ

た”といったメリットがあります。 

安心して利用するためには、生活リズムを整えておくこと、自分で身の回りのことがで

きるように経験を積み重ねておくことが大事です。 

施
設
入
所 

利用対象者：生活介護、自立訓練または就労移行支援、就労継続支援などのサービスを利

用しながら、入所が必要かつ効果的と認められた者。通所が困難な場合など。 

※障害支援区分４以上 

利 用 料 金：秋田市９か所 平均３万５千円程度／月 

 

 施設入所は、食事提供、排せつ、入浴等の介護、生活に関する相談や助言など日常生活上

の支援を受けることができます。職員が毎日 24 時間体制で常駐しており、規則正しい生

活リズムで集団生活を行います。 

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

利用対象者：本人の家族の疾病、その他の理由により、短期間の入所を必要とする者。 

※障害支援区分が１以上（18 歳未満も利用可能） 

利 用 料 金：秋田市約４０か所 1,000 円程度／日 

（利用日数にかかわらず、上限額は月 9,300 円） 

 

短期入所は、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行っています。遠方の

冠婚葬祭で本人を連れて行くのが難しい、自立のための練習をさせたいなど様々な理由で

相談が可能です。卒業後、グループホームや入所支援を考えている人の利用も可能な場合

があります。家族から離れて暮らした際に、成長した部分や課題の発見もあります。 

 

11 暮らしの場について 

詳しくはこちら⇒   秋田市 障がい福祉 施設事業所案内 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Kp66dqX6qtg/U-8GYIZ0oHI/AAAAAAAAk34/-8emCDso51o/s800/ie_mark_mansion.png
https://3.bp.blogspot.com/-6uMgM-Cvxfo/U-8GYJiPyzI/AAAAAAAAk30/pYNhi6FsSjs/s800/ie_mark_apart.png
https://1.bp.blogspot.com/-DSYnv5NkizI/U-8GXwvG7uI/AAAAAAAAk38/j_eel_lbDGI/s800/ie_mark_ikkai.png
https://2.bp.blogspot.com/-ncMQlLHvt2A/WWXWzJ8TRDI/AAAAAAABFcY/6-6BYJtclWgPFNZKb4Sxty4OikgCEpx3wCLcBGAs/s800/chuuka_turntable_yamucha_family.png
https://1.bp.blogspot.com/-LgDgDx1sHSI/Uab3yTJ3UbI/AAAAAAAAUU4/6Uk_60BicAI/s800/friends_man.png
https://2.bp.blogspot.com/-BaL1s4HN8wo/Uvy52XplFjI/AAAAAAAAdq0/zG3tX7ASLFk/s800/car_minivan.png
https://3.bp.blogspot.com/--XQaKNMLBaA/Wb8f6of6BKI/AAAAAAABGtA/Ul9po5OktQEXU__wKxTX1NQfOkov1r00QCLcBGAs/s800/apron_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-OVRPD5e7Tyo/Wb8f5lqv8jI/AAAAAAABGs0/DRK9TIoRJIoevThJ3qaX1N1hxZwQtAD3ACLcBGAs/s800/apron_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-wWt3PGP6hhg/W_O3T1JVlDI/AAAAAAABQS8/QUIwfZdAO1YTgwEfIdVyukAsYCVUjkTNwCLcBGAs/s800/job_jimu_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-zYuktPv0JNI/Wp94GJY-9EI/AAAAAAABKqs/ZebVBqj3y2k5-dELWHhZbtQAbYvmbG8DACLcBGAs/s800/kid_job_boy_teacher.png
https://4.bp.blogspot.com/-ZseAd4qiCOM/VJF-wgFyNyI/AAAAAAAApuc/sfYXeK8fdeU/s800/searchbox10.png
https://4.bp.blogspot.com/-ZseAd4qiCOM/VJF-wgFyNyI/AAAAAAAApuc/sfYXeK8fdeU/s800/searchbox10.png
https://4.bp.blogspot.com/-ZseAd4qiCOM/VJF-wgFyNyI/AAAAAAAApuc/sfYXeK8fdeU/s800/searchbox10.png
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年度によってばらつきはありますが、卒業後３年目の職場定着率は７～8 割程度となる傾向

があります。離職の主な理由としては、仕事が合わないと感じることでの「仕事内容への不

満」、注意や指示を受け入れられずに、同僚との関係悪化につながる「人間関係の悪化」、勤労

意欲の低下、生活リズムの乱れなど「生活面の課題」の問題です。この３つの理由が、全体の

５０％を占めます。特に「人間関係の悪化」での離職が 2０％程度となっています。 

再就職は全体で３５％程度にとどまり、一般就労から福祉サービス利用に移行するケースも

あります。以上のことから秋田県全体で定着支援に力を入れている状況です。 

 

 

秋田県内の特別支援学校卒業生の職場定着の状況は次のとおりです。（令和 5 年 3 月 1 日現在） 

 就職者 １年目 ２年目 ３年目 再就職 

令和元年度 77 名 71 名（92.2％） 69 名（89.6％） 66 名（85.7％） 6 名 

令和 2 年度 74 名 72 名（97.3％） 68 名（91.8％）  2 名 

令和 3 年度 80 名 72 名（90.0％）   １名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 策  

 

在学中：複数回に渡る実習経験 

 

卒業後：追指導・関係機関との連携 
（学校の進路担当や元学級担任による電話、訪問等） 
（就業・生活支援センター、障害者職業センター等） 

  

実習の積み重ねによる相互理解 
本人の仕事の適性把握と同時に事業

所の方々の生徒理解につながります。 

本人との面談や事業所への訪問 
本人の成長や課題について事業所の方と共通理解

をしたり、本人との面談から現在の様子の聞き取り

をしたりして定着を図っています。 

 

 

12 職場定着、離職の原因と対策について 

卒業後も相談できる場所が必ずあります。 

https://1.bp.blogspot.com/-CFy45WnKsbo/VozfKF7b1iI/AAAAAAAA2hU/8_0PGW7DUYM/s800/kaisya_uketsuke_man.png
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 令和 5 年 3 月に本校を卒業した T さんの一日について紹介いた 

します。 

T さんは、秋田市内の Y 福祉事業所に 4 月から通っています。 

 

   

          

 

  

時 刻 主 な 活 動 

７：００ 起床  

８：４５ 自宅出発 

 

・晴天時、時間の余裕があるときは徒歩で、事業所の送迎バ

スの乗降場所まで向かいます。 

・雨天時は、保護者の方がバスの乗降場所まで送ります。 

９：０５ 事業所のバス乗車 

    ９：３０ 事業所到着、仕事準備 

１０：００ 

 

昼休憩 

 

 

 

１４：３０ 

仕事開始 

・箱折り 

・つゆ入れ 

・フルーツキャップ  

・キャンドル製作     

等々 

仕事終了 

１５：００ 送迎バス事業所発 

１５：３０ バス降車 その後保護者の方の車で自宅に帰ります。 

１５：５０ 自宅着 その後は自分の時間を過ごします。 

 事業所の送迎バスを利用しているケースです。居住地によって、バスの乗降場所まで

の移動など保護者の方の送りが必要な場合もあります。また事業所によっては自宅への

送迎サービスを行っているところもあります。 

 

13 本校卒業生の一日 

Tさんの一日 
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～学校編～ 

Ｑ 福祉サービス事業所等の情報はどこで知ることができる？ 

Ａ 秋田市のホームページに情報が載っています。「秋田市 障がい福祉 施設事業所」で検索

すると、各サービス事業所の情報を閲覧できます。 

 

Ｑ 実習先はどのようにして選んだらよいの？ 

Ａ 実習は将来の生活のイメージを形づくるものです。本人がやりたい仕事、合っている職場を

想定してください。本人の状態や先方の都合などから、必ずとは言えませんが希望している

職業への実習ができるようにしています。 

 

Ｑ バス通学はいつから練習した方がよいの？ 

Ａ タイミングは担任と相談して、段階的に練習を始めましょう。 

福祉サービス事業所では、秋田駅までの送迎を行っているところが多くあります。自力で秋

田駅まで行く力が身に付くと、進路選択・決定の幅が広がることにもつながります。 

～卒業後の暮らし編～ 

Ｑ 収入はどれくらいあるの？ 

Ａ 障害基礎年金：１級･･･年額９７２，２５０円 

         ２級･･･年額７７７，８００円 ※令和４年度 

        （年金の障害等級は、国民年金法施行令での等級となりますので、身体障害者

手帳の等級とも必ずしも一致はしません。）① 

   給料や工賃：一般就労･･･最低賃金保障（例）８５３円×４時間×20 日＝６８，２４０円 

        就労継続支援Ｂ型 月額 １５，０００円程度（平均値） 

 

Ｑ 休みの日は何をして過ごしているの？ 

Ａ 習い事をしたり、友達と集まったり、ゆっくり家で過ごすなど、様々な余暇を楽しんでいま

す。余暇の過ごし方は各々で充実していくことで、豊かな生活につながっていくと考えます。 

 

 

  

 
①令和４年度版秋田市障がい者のためのくらしのしおり P４１ 

 

14 その他～Ｑ＆Ａ～ 

一人一人に合った過ごし方があると思います。無理なく、

明日の意欲につながる余暇も生活には大事です！！ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


